
令和４年３月記者懇談会

日時 令和４年３月２５日（金）

午前１０時３０分

場所 政策会議室

１ 市長あいさつ

２ 市政記者クラブからの質問事項 （幹事社 東日）

なし

３ 市からの報告事項

（１）新城市パートナーシップ宣誓制度の開始について （まちづくり推進課）

（２）新城市こども園整備指針策定について （こども未来課）

４ その他 資料提供・情報提供

（１）新城市公共施設等総合管理計画【改訂版】について (財政課資産管理室）

（２）新城市市民自治会議答申書について (まちづくり推進課）

（３）「新城市統計書」の発行について （情報政策課）

５ 行事予定表

次回開催日 ４月２６日（火）午前１０時３０分



報 道 機 関 発 表 資 料

（新城市）

本市では、性の多様性の理解を広め、性的少数者の人々の生きづらさを軽減し、誰もが自

分らしく生きることができる社会を目指して、本制度のあり方について新城市男女共同参画

審議会に諮問し、検討してまいりました。

つきましては、下記のとおり新城市パートナーシップ宣誓制度を開始することとなりまし

たので報告します。

記

１ 制度の名称

新城市パートナーシップ宣誓制度

２ 制度の概要

一方又は双方が性的少数者である２人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活にお

いて相互に協力し合うことを約束したパートナーシップの関係にあることを宣誓し、市長

がパートナーシップ宣誓書受領証を交付する制度です。

法律上の効果（婚姻や財産の相続、税金の控除等）が生じるものではありませんが、宣

誓された２人のパートナーとしての想いを尊重し、自治体として受け止めるものです。

３ 根拠規定

新城市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

（別紙「新城市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック」１１ページ）

４ 開始時期

令和４年４月１日

提出日 令和 ４年 ３月２５日

担当課・室 まちづくり推進課

担当職・氏名 課長 松下 領治

連絡先（電話） （0536）23-7692

連絡先（FAX） （0536）23-2002

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） machizukuri@city.shinshiro.lg.jp

件名 新城市パートナーシップ宣誓制度の開始について



新城市パートナーシップ宣誓制度

ガイドブック

新城市

令和４（２０２２）年４月
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１ パートナーシップとは 【要綱第２条第１号】
互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを

約束した、一方又は双方が性的少数者である２人の関係のことをいいます。

２ パートナーシップの宣誓をすることができる方 【要綱第３条】
次のいずれにも該当していることが必要です。

⑴ 成年に達していること
満18歳以上の方

⑵ 共に宣誓をしようとしている２人のうち、 少なくともどちらか１人が新
城市民であること、 又は新城市に転入を予定していること
２人のうち、少なくともどちらか１人が新城市内に住所を有している

方、また、２人とも市外に住んでいても、少なくとも１人が宣誓の日から
３か月以内に新城市内への転入を予定している方。

⑶ 配偶者がいないこと （結婚していないこと）
配偶者（事実婚の関係にある者を含みます。）がいる方は、宣誓をする

ことができません。

⑷ 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
共に宣誓をしようとするパートナーの他にパートナーシップ関係のある

方は、宣誓をすることができません。

⑸ 宣誓者同士が近親者でないこと
民法第734条から第736条に定められている婚姻をすることができない関

係（直系血族、３親等内の傍系血族又は直系姻族）にある方は、宣誓をす
ることができません（次ページ図を参照）。
ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合は宣誓すること

ができますので、事前にご相談ください（近親者間での養子縁組は対象と
なりません）
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パートナーシップの宣誓をすることができない者 （近親者）

※（ ）内の数字は親等を表します。

血族 直系姻族
傍系 直系

祖父母

（２）

おじ・おば

（３）

父母

（１）

配偶者
兄弟姉妹

（２）

おい・めい

（３）

子ども

（１）

祖父母

（２）

父母

（１）

本人

配偶者

（１）

孫

（２）

配偶者

（２）

ひ孫

（３）

配偶者

（３）
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３ パートナーシップの宣誓手続の流れ 【要綱第４条】

⑴ 電話で事前予約
① パートナーシップの宣誓を希望される方は、新城市 市民自治推進課
に宣誓日（宣誓書提出日）を事前に電話で予約していただきますようお
願いいたします。

② ２人の氏名、生年月日、住所、電話番号をお伝えください。（通称名
で宣誓される場合はその通称名もお伝えください。外国籍の方は国籍も
お伝えください。）

③ 日時の調整、必要書類の確認などを行います。

④ ご希望に応じて、個室を用意いたしますので、ご相談ください。

予 約 先：新城市 市民自治推進課 電話：0536－23－7697

受付日時：月～金曜日 9：00～17：15

（祝休日、12月29日～1月3日を除きます。）

⑵ パートナーシップの宣誓
① 予約した日時・場所にパートナーの２人でそろってお越しください。

② 市職員の立会いのもと「パートナーシップ宣誓書」に自署し、提出し
ていただきます。

③ 必要なもの（４ページ）をご持参ください。

宣誓日時：月～金曜日 9：00～16：00（祝日、12月29日～1月3日を除きま
す。）

宣誓場所：新城市 市民自治推進課

（ご希望に応じて個室での対応も可能です。）

⑶ 内容確認
① 本人確認及びパートナーシップの宣誓の要件を満たしているかの確認
を行います。

② 書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくこと
があります。

⑷ パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
① 「パートナーシップ宣誓書受領証」を２人に１部ずつ交付します。

② ご希望に応じて、「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を２人に
１部ずつ交付します。

③ 書類に不備や不足等がなく、宣誓が適当と認められる場合、交付を行
いますが、準備に時間を要するため、交付までに１週間程度期間をいた
だきます。交付準備ができましたらご連絡しますので、本人確認ができ
るものを持参のうえ、受け取りにお越しください。（宣誓者いずれか１
人でもかまいません。）郵送での受け取りを希望される場合は、送料分
の切手等をご用意していただきます。



4

４ パートナーシップの宣誓時に必要なもの 【要綱第４条】

⑴ パートナーシップ宣誓書 （様式第１号）
① 宣誓書は、新城市 市民自治推進課で用意します。

② 宣誓書は、提出日に記入していただきます。

③ 氏名、生年月日、住所は宣誓を行う２人に記入していただきます。

④ 通称名を使用する場合は、通称を日常的に使用していることが分かる
もの（郵便物や各種会員証、社員証等）をご持参ください。

⑤ 宣誓を行う２人の一方又は双方が自ら宣誓書に記入できない場合は、
２人の立会いのもとで、他の人に代筆してもらうことができます。

⑵ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
① ３か月以内に発行されたものを１人１通ずつお持ちください。ただ
し、宣誓する２人が同一世帯になっている場合は、２人分の情報が記載
されたもの１通でかまいません。（続柄・本籍等省略可）

② 住民票記載事項証明書の場合、住所と氏名の記載されたものをご提出
ください。

③ マイナンバー（個人番号）の表示がないものをご提出ください。

④ ３か月以内に新城市に転入予定の場合は、 転入することが分かる書
類をお持ちください。（例：転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書）

⑶ 配偶者がいないことを証明する書類
① ３か月以内に発行された戸籍謄（抄）本（戸籍全部（個人）事項証明
書）や独身証明書等を１人１通ずつお持ちください。（確認ができる場
合は１通で可）

② 戸籍抄本（戸籍個人事項証明書）や独身証明書は、本籍地の市町村で
取得できます。

③ 外国籍の方は、大使館等公的な機関が発行する婚姻要件具備証明書等
の配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添付して提出して
ください。

※２人が外国で同性婚をしている場合には、それが証明できるもの。（日
本語訳添付）

⑷ 本人確認ができるもの（いずれも有効期限内のものに限ります）

１つの提示（顔写真付き） ２つの提示（顔写真無し）

・個人番号カード（マイナンバーカード）
・運転免許証
・旅券（パスポート）
・在留カード
・国、 地方公共団体が発行した身分証明
書（顔写真付き）

・国民健康保険、健康保険、船員保険、
介護保険、後期高齢者医療保険の被保
険者証、共済組合員証

・年金手帳、年金証書
・その他、国、地方公共団体が発行した
もの
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５ 通称名の使用を希望する場合 【要綱第５条】
① 外国籍の方や性別違和等で、通称名の使用を希望される場合は、宣誓書
において通称名を使用することができます。

② 通称名を使用する場合は、通称を日常的に使用していることが分かるも
の（郵便物や各種会員証、社員証等）をご持参ください。

③ パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カー
ドには表面に通称名を表示し、裏面に戸籍上の氏名を表示します。

６ パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カ
ードの再交付 （記載事項の変更）・返還 【要綱第７条・第８条】

⑴ 受領証等の再交付
① 受領証等の紛失やき損、汚損、氏名変更等の事情により、再交付を希
望される場合には、申請書に基づき受領証等を再交付します。

② き損、汚損による再交付の場合は、既に交付している受領証等をパー
トナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書（様式第４号）に添付して提
出してください。

③ 氏名等の変更による再交付の場合は、既に交付している受領証等及び
変更内容の分かる書類を再交付申請書に添付して提出してください。

④ 電話で新城市まちづくり推進課まで事前予約（３ページ「３パートナ
ーシップの宣誓手続の流れ」参照）をお願いします。日時の調整とお持
ちいただく書類の確認を行います。

⑵ 受領証等の返還
次の場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届（様式第５号）に

受領証等を添付して提出してください。

① パートナーシップが解消されたとき

② パートナーが死亡されたとき

③ 双方が新城市内に住所を有しなくなったとき

④ その他、１ページ「２ パートナーシップの宣誓をすることができる
方」に該当しなくなったとき

※電話で新城市 市民自治推進課まで事前予約（３ページ「３パートナー
シップの宣誓手続の流れ」参照）をお願いします。日時の調整とお持ち
いただく書類（住民票の写し、戸籍抄本（戸籍個人事項証明書）、死亡
診断書等）の確認を行います。
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７ パートナーシップ宣誓の無効 【要綱第９条】
次の場合は、パートナーシップの宣誓が無効となりますので、交付した受

領証等を返還していただきます。

① 虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付を受けたことが判明し
たとき

② 交付を受けた受領証等を不正に使用したことが判明したとき

※市役所へ来ていただく日時の調整とお持ちいただく書類（住民票の写
し、戸籍抄本（戸籍個人事項証明書）、死亡診断書等）の確認等の連絡
をします。
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８ Ｑ＆Ａ
Ｑ１ パートナーシップ宣誓制度と婚姻はどう違うのですか。

Ａ 婚姻を行うと民法の規定に基づく法律上の親族となり、相続等財産上の権
利、税金の控除、親族の扶養義務など様々な法的な権利・義務が発生しま
す。
一方、新城市のパートナーシップ宣誓制度は、行政の内部規定である要綱

に基づいて行うもので、法的効力が発生するものではありません。また、宣
誓により戸籍や住民票の記載が変わることもありません。

Ｑ２ 法的効力がないのに、なぜ制度を導入するのですか。

Ａ この制度は２人がパートナーシップを形成することを尊重するものです。
新城市では、この制度を導入することにより、多様な性への理解促進を図っ
ていきたいと考えています。

Ｑ３ 婚姻年齢との違いについて（なぜ民法上の成年としているのか）。

Ａ 本制度は宣誓する本人の意思を尊重するものであるため、法律行為を行う
際に保護者の同意が不要となる「成年」としております。現在は「満20歳以
上」ですが、民法の改正により、令和４（2022）年４月１日から「満18歳以
上」に変わります。

Ｑ４ 新城市民でないと宣誓をすることができませんか。

Ａ 少なくとも２人のうち１人が市内に住所を有しているか、双方が市内に住
所を有していなくても２人又はどちらか１人が宣誓の日から３か月以内に市
内への転入を予定している場合は宣誓できます。市内への転入を予定してい
る場合は、その事実を確認することができる書類の提出が必要となります。
（※転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書等を提出してください。）

Ｑ５ ３か月以内に市内への転入を予定している場合で、まだ賃貸借契約等を
していない場合は、どのように証明すれば良いでしょうか。

Ａ 宣誓の日から３か月以内に住民票の写し、賃貸借契約書等を提出してくだ
さい。提出がない場合は、発行した受領証等を返還していただきます。

Ｑ６ 同居している必要はありますか。

Ａ 新城市が行うパートナーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーと
し、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性
的少数者である２人の者の関係であって、少なくとも宣誓者のいずれか一方
が新城市在住を要件としていますが、同居につきましては、様々な要因で同
居できない場合もあると思いますので、同居は求めていません。
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Ｑ７ 戸籍上同性ではない事実婚の方もパートナーシップの宣誓ができます
か。

Ａ 新城市のパートナーシップ宣誓制度では対象にしていません。戸籍上同性
ではない事実婚の方につきましては、健康保険や厚生年金保険の被扶養者と
なることができるほか、遺族年金の受給が可能であるなど、婚姻に準ずる一
定の関係性が認められており、性的少数者の方々が直面している偏見や差
別、課題などとは状況がかなり違うと認識しています。
本制度は、婚姻に準じるような法的効力を有しませんが、一方又は双方が

性的少数者である２人の関係を社会的に認めてほしいという気持ちを尊重
し、導入するものです。

Ｑ８ 養子縁組をしている場合も宣誓できるとなっていますが、なぜですか。

Ａ 性的少数者の方の中には、同性では婚姻ができないことから、家族になる
ために養子縁組を結んでいる方がいる状況を考慮し、養子縁組を結んだまま
でもパートナーシップ宣誓ができることとしました。

Ｑ９ 外国籍でもパートナーシップの宣誓はできますか。

Ａ 外国籍の方も、２人又はどちらか１人が新城市民である、又は新城市内へ
転入を予定している方であれば宣誓できます。外国籍の方は、宣誓に必要な
書類として、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書（３か月
以内に発行されたもの）など独身であることを確認できる書類に日本語訳を
添えてご提出ください。

Ｑ10 外国で同性婚をしているカップルは宣誓できますか。

Ａ 日本国内では、婚姻が成立していないので、宣誓を行うことができます。

Ｑ11 パートナーシップの宣誓に費用はかかりますか。

Ａ 宣誓や、宣誓書受領証・宣誓書受領証明カード等の交付に費用はかかりま
せん。ただし、宣誓の際に必要な書類の交付手数料などは、自己負担となり
ます。

Ｑ12 宣誓の際は個別に対応してくれますか。

Ａ ご希望に応じて個室で対応します。ただし、部屋の空き状況により、ご希
望の日時に対応できない場合がありますので、ご相談ください。

Ｑ13 宣誓は２人で行かないとだめですか。

Ａ 本人確認と２人の意思を確認させていただきますので、必ず２人でお越し
ください。

Ｑ14 郵送やメールでのパートナーシップ宣誓はできますか。

Ａ 郵送やメールでの宣誓は行っておりません。本人確認と２人の意思を確認
させていただきますので、必ず２人でお越しください。
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Ｑ15 他の人に代理で宣誓してもらうことはできますか。

Ａ 代理の宣誓はできません。必ず、宣誓者の２人がそろってお越しくださ
い。なお、宣誓書に自署していただくことが原則ですが、何らかの理由によ
り自署できない場合は、２人の立会いのもと、他の方による代筆は可能で
す。ご自身で代筆者をご用意出来ない場合は、市の職員を指名することも可
能です。

Ｑ16 通称名を使用できますか。

Ａ 性別違和等の理由により、通称を使用することができます。ただし、交付
するパートナーシップ宣誓書受領証、受領カードの裏面には戸籍上の氏名を
記載することになります。
通称を使用する場合は、その通称を日常生活において使用することが確認

できるもの（通称で届いている郵便物、各種会員証、社員証等）をご持参く
ださい。

Ｑ17 プライバシーは守られますか。

Ａ ご希望に応じて個室で対応します。また、提出書類や、記載内容等の個人
情報は固く守られます。

Ｑ18 受領証等はいつ交付されますか。

Ａ 宣誓後、提出書類の確認を行った後、交付の準備に時間を要するため、交
付までに１週間程度期間をいただきます。交付準備ができましたらご連絡し
ますので、本人確認ができるものを持参のうえ、受け取りに来てください
（宣誓者どちらか１人でもかまいません）。郵送での交付を希望される場合
は、送料分の切手等をご用意していただきます。再交付の場合も同様です。

Ｑ19 受領証等に有効期限はありますか。

Ａ ありません。当制度は、新城市として宣誓書を受理した事実を証明するも
のであり、また、法的効力を有するものではないので、受領証自体に有効期
限はありません。

Ｑ20 宣誓書は何年間保存されますか。

Ａ 30年間保存します。

Ｑ21 受領証等はどこかで利用できるのですか。

Ａ 民間のサービスにおいて受領証の掲示により一定の範囲で家族と同等の取
扱いが行われることがあります。詳しくはサービス提供者にご確認くださ
い。（例：携帯電話会社の家族割、生命保険受取人の適用等）

Ｑ22 交付された受領証等は、公的な本人確認書類として使用できますか。

Ａ 使用できません。２人がパートナー関係であると宣誓した事実を証するも
のです。
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Ｑ23 パートナーと法的な関係を構築する方法はありますか。

Ａ 婚姻に類似した法的関係性を構築する方法として、公正証書による遺言書
の作成や、任意後見契約等を結ぶ方法がありますが、その手続には費用が発
生します。詳しくは公証人役場へお問い合わせください。

Ｑ24 市外に転出する場合、受領証等を返還する必要はありますか。

Ａ ２人とも市外に転出する場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届
をご提出していただくとともに、受領証等も返還していただくことになりま
すので、事前にご連絡ください。
どちらか１人が市外に転出した場合や新城市内での転居（１人又は２人と

も）の場合は、新住所の住民票の写し等を提出していただく必要がありま
す。

Ｑ25 パートナーシップを解消した場合、またパートナーが亡くなった場合、
受領証等を返還する必要はありますか。

Ａ パートナーシップ宣誓書受領証等返還届及び亡くなったことがわかる書類
をご提出していただくとともに、受領証等も返還してください。
また、パートナーシップ解消による返還の場合は、双方の意思を確認させ

ていただきます。
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新城市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、互いを尊重し合い、心豊かに暮らせるまちの実現を目指すため、パートナーシッ

プの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを

約束した一方又は双方が性的少数者である２人の者の関係をいう。

⑵ 宣誓 パートナーシップにある２人が市長に対し、互いがパートナーであることを誓うことを

いう。

（宣誓の要件）

第３条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

⑴ 民法（明治２９年法律第８９号）第４条に規定する成年に達している者であること。

⑵ 共に宣誓をしようとする者の少なくともいずれか一方が、新城市内に住所を有する者又は宣誓

の日から３か月以内に新城市内への転入を予定している者であること。

⑶ 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）がいない

者であること。

⑷ 共に宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップにない者であること。

⑸ 共に宣誓をしようとする者同士が、民法第７３４条から第７３６条までの規定により婚姻をす

ることができないとされている者同士の関係にないこと（ただし、パートナーシップに基づく養

子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。）。

（宣誓の方法）

第４条 宣誓をしようとする者は、共に市職員の面前において自ら記入したパートナーシップ宣誓書

（様式第１号。以下「宣誓書」という。）を、市長に提出しなければならない。この場合において、

宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができない事情があると市長が

認めるときは、双方立会いの下で他の者に代筆させることができる。

２ 宣誓書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書（宣誓日以前３か月以内に発行されたものに限る。）。

ただし、新城市内への転入を予定している者にあっては、その事実が確認できる書類

⑵ 戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）、戸籍抄本（戸籍個人事項証明書）、独身証明書、婚姻要件具

備証明書その他現に婚姻していないことを証明する書類（宣誓日以前３か月以内に発行されたも

のに限る。）

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

３ 宣誓をしようとする者は、宣誓書を提出するときは、次の各号に掲げる書類のいずれかを市職員

に提示するものとする。

⑴ 個人番号カード（マイナンバーカード） （表面のみ）

⑵ 運転免許証

⑶ 旅券（パスポート）
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⑷ 在留カード

⑸ 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、宣誓

をしようとする者本人の顔写真が貼付されたもの

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

（通称名の使用）

第５条 宣誓をしようとする者は、市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において通称名（戸

籍に記載された氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。）を使用すること

ができる。

２ 前項の規定により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用している

ことが確認できる書類を、前条第１項の規定による宣誓をするときに提示しなければならない。

（受領証等の交付）

第６条 市長は、第４条第１項の規定による宣誓をした者（以下「宣誓者」という。）が第３条に掲げ

る要件を満たしていると認めるときは、パートナーシップ宣誓書受領証（様式第２号。以下「受領証」

という。）を宣誓者に交付するものとする。

２ 市長は、宣誓者からの申出がある場合は、受領証のほか、パートナーシップ宣誓書受領証カード

（様式第３号。以下「受領証カード」という。）を交付するものとする。

３ 前条第１項の規定により宣誓書に通称名を記載したときは、当該通称名及び戸籍に記載されてい

る氏名を、受領証又は受領証カードに記載するものとする。

（受領証等の再交付）

第７条 宣誓者は、受領証又は受領証カード（以下「受領証等」という。）を紛失し、き損し、又は汚

損したときは、市長に対し、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書（様式第４号。以下「再

交付申請書」という。）を提出することにより、受領証等の再交付を受けることができる。宣誓書に

記載した氏名等に変更があった場合も、同様とする。

２ 市長は、前項の規定による再交付の申請を受けたときは、第４条第１項の規定により提出された

宣誓書が保存されている場合に限り、受領証等を再交付するものとする。

３ 前項の規定により再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに当該受領

証等を市長に返還しなければならない。

４ 第２項の規定により再交付を申請する場合は、き損又は汚損の場合にあっては受領証等を、氏名

等の変更の場合にあっては受領証等及び当該変更の内容が分かる書類を、再交付申請書に添付しな

ければならない。

（受領証等の返還）

第８条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第６条又は前条第２項の規定により交付

を受けた受領証等を市長に返還するとともに、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届（様式第５

号）を、市長に提出しなければならない。

⑴ 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

⑵ 宣誓者の一方が死亡したとき。

⑶ 第３条第２号から第４号までに掲げる要件に該当しなくなったとき。

⑷ 宣誓者が、パートナーシップの宣誓をした時点において第３条各号のいずれかに該当していな

かったことが判明したとき。
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（パートナーシップの宣誓の無効）

第９条 市長は、宣誓をした者が虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付を受けたことが判明

したとき、又は交付を受けた受領証等を不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップ

の宣誓を無効とする。

２ 市長は、前項の規定によりパートナーシップの宣誓を無効とした場合は、第６条又は第７条第２

項の規定により交付を受けた受領証等の返還を求めるものとする。

（補則）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
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様式第１号（第４条関係）

パートナーシップ宣誓書

（提出先）

新城市長

私たちは、新城市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づき、互いが人生の

パートナーであることを宣誓します。

年 月 日

（宣誓者） （宣誓者）

フリガナ フリガナ

氏 名 氏 名

（通称名の場合、 （通称名の場合、

戸籍上の氏名） 戸籍上の氏名）

生年月日 年 月 日 生年月日 年 月 日

住 所 住 所

（代筆者） （代筆者）

氏 名 氏 名

住 所 住 所

注）宣誓者の欄は自署してください。自ら記入することができない場合は代筆が可能ですが、

下段に代筆者の氏名及び住所をご記入ください。

□パートナーシップ宣誓書受領証カードの交付を希望する（□２部 □１部）

□パートナーシップ宣誓書受領証カードの交付を希望しない

新城市記入欄

氏名： 個人番号カード・免許証・旅券・（ ） 電話：

氏名： 個人番号カード・免許証・旅券・（ ） 電話：

宣誓 第 号
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パートナーシップの宣誓に関する確認書

私たちは、新城市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づく、「パートナー

シップの宣誓」にあたり、以下の内容を確認した上で、宣誓をします。

以下の内容が事実と異なることが判明した場合は、宣誓書受領証、宣誓書受領証カード

（交付されている場合）を新城市に返還します。

年 月 日

（宣誓者） （宣誓者）

フリガナ フリガナ

氏 名 氏 名

（通称名の場合、 （通称名の場合、

戸籍上の氏名） 戸籍上の氏名）

（代筆者） （代筆者）

氏 名 氏 名

確認事項
回答欄（該当する□に✓をご記

入ください。）

要綱

第２条

（関係性）

互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互

に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的少数

者である２人の者の関係にある。

□ 該当

します

□ 該当

しません

第３条

第１号

（年齢）

宣誓当日において、成年に達している。

□ 該当

します

□ 該当

しません

第３条

第２号

（住所）

１ 双方が新城市内に住所を有している。

２ 一方が新城市内に住所を有している。又は一方が宣

誓の日３か月以内に新城市内へ転入予定である。

３ 双方が宣誓の日から３か月以内に新城市内に転入予

定である。

※転入予定の場合は以下に記入

転入予定者の氏名

転入予定日 年 月 日 年 月 日

□ いずれか

に該当し

ます

□ いずれに

も

該当

しません

第３条

第３号

第４号

（婚姻の有無及び宣誓者以外のパートナーの有無）

双方に配偶者がいないこと（事実婚を含む）及び宣誓

者以外のパートナーがいないこと。

□ 該当

します

□ 該当

しません

第３条

第５号

（近親者でないこと）

直系血族、３親等内の傍系血族又は直系姻族でないこ

と。

□ 該当

します

□ 該当

しません
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様式第２号（第６条関係）

宣誓 第 号

パートナーシップ宣誓書受領証

様 様

年 月 日生 年 月 日生

宣誓日 年 月 日

新城市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づき、

パートナーシップ宣誓書を受領しました。

年 月 日

新城市長 印

新城市
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１ 新城市パートナーシップ宣誓制度とは

一方又は双方が性的少数者である２人が、互いを人生のパートナーとし、日

常生活において相互に協力し合うことを約束したパートナーシップの関係に

あることを宣誓し、新城市長がパートナーシップ宣誓書受領証等を交付する

制度です。なお、本制度は、婚姻とは違い、法的な効力を有するものではあり

ません。

２ 受領証の交付要件

パートナーシップの宣誓の際、以下の要件を満たす２人であることを確認

しています。

⑴ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うこと

を約束した、一方又は双方が性的少数者の２人である。

⑵ 宣誓当日において、成年に達している。

⑶ 双方又は一方が新城市内に住所を有している又は宣誓の日から３か月以

内に新城市内への転入を予定している。

⑷ 双方に配偶者がいないこと（事実婚を含む）及び宣誓者以外のパートナー

がいないこと。

⑸ 直系血族、３親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。

３ 通称名を使用している場合

以下に、戸籍上の氏名（外国人の場合は、これに準ずるもの）を記載します。

通称名 通称名

戸籍上の氏名 戸籍上の氏名

４ 特記事項

備考 表面の背景には、適宜意匠を加えるものとする。
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様式第３号（第６条関係）

（表面）

（裏面）

備考 表面の背景には、適宜意匠を加えるものとする。

新城市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に

基づき、お二人かパートナーシップ宣誓書を受領しました。

様 様

年 月 日生 年 月 日生

宣誓日 年 月 日

宣誓 第 号 年 月 日

新城市長 印

この受領証カードは、お二人が互いを人生のパートナーと

し、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓し、新

城市がその宣誓書を受領したことを証するものです。法的

な効力を有するものではありませんが、この受領証カード

の掲示を受けた方は、上記の趣旨をご理解くださいますよ

うお願いします。

[通称名を使用している場合の戸籍上の氏名]

[特記事項]

パートナーシップ宣誓書受領証カード
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様式第４号（第７条関係）

パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書

（提出先）

新城市長

新城市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第７条第１項の規定により、パー

トナーシップ宣誓書受領証等の再交付を申請します。

年 月 日

１ 再交付を申請する理由（該当する□に✓をご記入ください。）

□紛失 □き損 □汚損

□氏名等の変更（変更前） （変更後）

２ 再交付を希望するもの（該当する□に✓をご記入ください。）

□パートナーシップ宣誓書受領証（□１部 □２部）

□パートナーシップ宣誓書受領証カード（□１部 □２部）

３ 宣誓番号・宣誓日

宣誓 第 号 宣誓日 年 月 日

（申請者） （申請者）

フリガナ フリガナ

氏 名 氏 名

（通称名の場合、 （通称名の場合、

戸籍上の氏名） 戸籍上の氏名）

生年月日 年 月 日 生年月日 年 月 日

住 所 住 所

（代筆者） （代筆者）

氏 名 氏 名

住 所 住 所

注）宣誓者の欄は自署してください。自ら記入することができない場合は代筆が可能ですが、

下段に代筆者の氏名及び住所をご記入ください。
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新城市記入欄

氏名： 個人番号カード・旅券・免許証・（ ） 電話：

氏名： 個人番号カード・旅券・免許証・（ ） 電話：

返還されたもの
氏名 □受領証 □受領証カード

氏名 □受領証 □受領証カード
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様式第５号（第８条関係）

パートナーシップ宣誓書受領証等返還届

（提出先）

新城市長

新城市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第８条の規定により、パートナー

シップ宣誓書受領証等を返還します。

年 月 日

１ 返還の理由（該当する□に✓をご記入ください。）

□パートナーシップの解消

□死亡（亡くなった方の氏名： ）

□新城市からの転出（氏名・転出先住所： ）

（氏名・転出先住所： ）

□婚姻又は他の者とパートナーシップを有することとなった。

□互いが民法第 734 条から第 736 条の規定により婚姻をすることができないとされて

いる者同士の関係あることが判明した。

３ 宣誓番号・宣誓日

宣誓 第 号 宣誓日 年 月 日

（申請者） （申請者）

フリガナ フリガナ

氏 名 氏 名

（通称名の場合、 （通称名の場合、

戸籍上の氏名） 戸籍上の氏名）

生年月日 年 月 日 生年月日 年 月 日

住 所 住 所

（代筆者） （代筆者）

氏 名 氏 名

住 所 住 所

注）宣誓者の欄は自署してください。自ら記入することができない場合は代筆が可能ですが、

下段に代筆者の氏名及び住所をご記入ください。
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新城市記入欄

氏名： 個人番号カード・旅券・免許証・（ ） 電話：

氏名： 個人番号カード・旅券・免許証・（ ） 電話：

返還されたもの
氏名 □受領証 □受領証カード

氏名 □受領証 □受領証カード



報 道 機 関 発 表 資 料

（新城市）

内容

平成２４年７月に「新城市立保育園の建替え整備、再配置に関する指針」を策定し、それ

に基づいた再編や駐車場整備を行ってきました。しかし、大雨などの自然災害や新型コロナ

ウイルス感染症の影響などの社会情勢の変化によるこども園が安全・安心である場での対応

の課題、あわせて、人口減少や少子高齢化、核家族化の進行などによる教育・保育ニーズの

多様化、また、個別の配慮が必要と思われるこどもへの療育など、多様な教育・保育・療育

が求められているなか、施設の老朽化や保育士の不足などから今後これらのニーズに対応し

きれなくなる恐れがあります。以上のことを踏まえ、こども園の理念のもと、限られた財源

のなか「新城市こども園整備指針」を策定します。

提出日 令和 ４年３月２５日

担当課・室 こども未来課

担当職・氏名 課長 浅井直樹

連絡先（電話） （0536）23-7622

連絡先（FAX） （0536）23-7699

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） kodomo@city.shinshiro.lg.jp

件名 新城市こども園整備指針策定について



新城市こども園整備指針 

本市では、平成２４年７月に「新城市立保育園の建替整備、再配置に関する指針」を策定し、それに基づいた

再編や駐車場整備などを進めてきました。 

しかし、大雨などによる自然災害の頻発化や新型コロナウイルス感染症の影響など社会情勢が変化しており、

こども園が安全・安心である場としての機能を維持していくことが大きな課題となっています。また、人口減少や少

子高齢化で子どもの数が年々減少し、こども園での集団の育ちの確保が困難となっている地域もあります。 

さらに、核家族化の進行や共働き世帯の増加による教育・保育ニーズの多様化や社会生活において個別の配

慮が必要と思われる子どもへの療育など、こども園には多様なニーズに対応することが求められていますが、施

設の老朽化や保育士の不足などから、今後これらのニーズに対応しきれなくなる恐れがあります。 

以上のことを踏まえ、今後とも様々な教育・保育・療育ニーズに対応していけるよう、本市のこども園保育理念

である「子ども一人ひとりを大切にし、保護者から信頼され、地域に愛されるこども園」を維持し、限られた財源の

中で、防災対策の強化を含め、安全・安心な教育・保育環境を確保するため、「新城市こども園整備指針」を策定

します。 
 
整備指針 
 

 こども園施設に関する整備及び再編は、次に掲げる考え方を基本とします。 

① 【新城市公共施設個別施設計画に沿った施設整備】 

新城市公共施設個別施設計画を基本的な整備方針としつつ、園児数の推移見込み、学校区や地理的

条件、利便性、子どもの安全確保等を総合的に勘案し、再編も含めた施設規模で整備します。 
 

② 【子どもの集団の育ちを確保】 

入所人員が恒常的に設置認可基準定員である２０名を下回る場合、かつ、３歳以上児で１０名以上

の集団が確保できないときは、子どもの最善の利益を考慮し、子どもの集団の育ちを確保できるよう

他の施設との再編を前提とした整備を検討します。 
 

③【運営形態の検討】 

 社会情勢の変化などを考慮し、再編を検討する際に運営形態も併せて検討します。 
 

④【施設環境の充実】 

多様なニーズに対応できる教育・保育形態の充実と、個別の配慮が必要な子どもが継続して適切な

療育を受けられるように施設環境の充実を併せて検討していきます。 
 

⑤【再編により使用しなくなった施設等の利用】 

再編により使用しなくなった施設や敷地は、行政財産としての用途を検討し、他の用途とする場合

には地域の意見も踏まえながら検討します。 
 
 
 

令和４年３月 

新  城  市 



報 道 機 関 発 表 資 料

（新城市）

内容

平成２９年３月に策定した「新城市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」とい

う。）の改訂を行うものです。

総合管理計画策定以降、一定の期間が経過していることで推計数値等を時点修正すること

と、令和３年３月に策定した「新城市公共施設個別施設計画」の内容を反映させること、ま

た総務省の指針による追加項目を加えた見直しにより計画の充実を図るものです。

なお、以上の見直し内容については、市民生活に大きな影響を及ぼす内容ではないこと、

また改訂前の総合管理計画の基本方針にも変更がないことから、パブリックコメント手続き

を省略しています。

各計画は新城市ホームページに掲載しています。

添付資料

新城市公共施設等総合管理計画【改訂版】（概要版）

提出日 令和４年３月２５日

担当課・室 財政課資産管理室

担当職・氏名 室長 中山恭成

連絡先（電話） （0536）23-7614

連絡先（FAX） （0536）23-2002

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） shisan@city.shinshiro.lg.jp

件名 （資料提供）新城市公共施設等総合管理計画【改訂版】について



新城市公共施設等総合管理計画【改訂版】 （概要版）

第１章 背景・目的等

国（総務省）の要請

国の「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」に沿って、個別施設計画等を反映し
た総合管理計画の見直しを行うこと。
（記載事項）
・更新費用の精緻化（長寿命化対策等の効果）
・ユニバーサルデザイン化の推進方針
・公共施設等の管理に係る方針
・取組体制の構築、ＰＤＣＡサイクルの推進等に係る方針 など

計画期間計画の位置づけ

関連計画との連
携を図りつつ、
「新城市総合計
画」をはじめ、
「新城市まち・
ひと・しごと創
生総合戦略」な
どの関連計画と
の連携を図って
いきます。

第２章 現況と課題

人口推移
総人口の推計 年齢３区分別人口の推計（新城市目標値）

建
築
物
系
施
設
の
保
有
状
況
（
時
点
修
正
）

維持管理経費の状況

主な公共施設の維持管理費（令和２年度） （単位：千円）

○新城市公共施設白書（平成２７年３月策定）
○新城市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月策定）
○新城市公共施設個別施設計画（令和３年３月策定）

延床面積 302,446.21㎡（令和3年3月31日現在）



将来更新費用の推計（時点修正）

期間 １年度平均費用（億円） 合計費用（億円）

将来３０年間（R4～R28） 28.1 701.3

将来５０年間（R4～R48） 31.4 1,411.1

耐用年数経過時に更新した場合
（修繕15年・改修30年・建替え60年）

第３章 公共施設等の管理に関する全体方針

歳入の推移：依存財源が増加傾向、税収の大幅増加は見込めない
歳出の推移：物件費・維持補修費が増加傾向、義務的経費の極端な縮小は見込めない

財政状況

公共施設等の安全・安心を確保すること
市民に必要なサービスを適切かつ持続可能な形で提供すること

目指すべき姿

人口推移、将来更新費用の推計及び財政状況を踏まえ、将来にわたり安
全・安心な公共施設等を確保し、市民サービスの提供を維持するため、
次のとおり方針を定めます。

既存の公共施設の縮減・長寿命化・有効活用により
維持更新費用の縮減を図り、公共施設等を適正な形で持続する

全体方針

基本方針１：公共施設の再編による総量圧縮と機能向上

①既存施設の使われ方の見直しによる総量縮減
人口減少や市民ニーズの変化に対応するとともに、施設の利用やコストの状況及び老朽化を把握し
ながら、施設の複合化や集約化などを図っていく。
②地域の特色を生かしたメリハリのある施設整備の再編
利用が極端に少ない施設は統廃合により集約するなど、地域に配慮した解決を図っていく。

③ユニバーサルデザイン化の推進方針
「ユニバーサルデザイン２０２０行動計画」を踏まえ、誰もが安全・安心に利用できる施設とする。

④安全確保の実施
利用者の安全を第一に考え、点検や老朽化で危険性のある施設は除却等を進めていく。

統合・再編手法



①財産の有効活用
行政目的を終えた公共施設は、賃貸や売却などにより歳入確保を積極的に行う。

②廃園・廃校の有効活用
各施設ごとの課題をしっかり整理した上で、活用にあたっては地域や民間企業等が独立して事業展
開が行えることを目指す。

基本方針３：公共施設の有効活用

①改修時期の精査
改修・更新（建替）工事の必要性、優先順位について精査する。

②公共施設の計画的・予防的な改修（長寿命化）
部位毎に劣化状況を定期点検し問題の早期発見に努め、機能に重大な影響を及ぼす部位は機能低下
がなくても改修等を行い、施設機能の低下を抑えていく。
③維持管理費の縮減
施設の改修費、光熱水費、保守点検に係る費用などの維持管理費の削減を目指す。

④受益者負担の適正化
公共施設の維持管理に係る経費も踏まえ、受益者負担の適正化を検討していく。

基本方針２：公共施設にかかるコストの縮減

更新費用推計パターン

Ⅰ）耐用年数経過時に更新した場合【再掲】
（修繕15年・改修30年・建替え60年）

（個別施設計画を踏まえた更新費用を推計）

Ⅱ）長寿命化を実施した場合
（修繕20年・改修40年・修繕60年・建替え80年）

Ⅲ）長寿命化・維持を反映した場合
Ⅱに加え、
維 持（修繕15年・改修30年・修繕60年・修繕75年）
計画外（15年・30年・60年・75年全て修繕）

Ⅳ）長寿命化・維持・廃止を反映した場合
Ⅲの推計から、
個別施設計画で施設の方向性が「廃止」と位置づけられ
ている建物を除却した場合（解体費用を含む）



目標設定

３０年間で３０％程度縮減

建築物系施設を適切にマネジメントしていくため、３０年間で建築物系
施設に係る延床面積及び維持更新費用の３０％程度縮減を目指す。

インフラ系施設の管理に関する基本方針

基本方針１：定期的な点検による劣化状況の把握と必要に応じた更新等の処理
基本方針２：更新費用の平準化とライフサイクルコストの低減（長寿命化）
基本方針３：財源の確保（機能の高度化や新技術・新制度の活用、国の支援措置の活用）

新城市公共施設等総合管理計画【改訂版】（概要版）

新城市総務部財政課資産管理室
〒441-1392 愛知県新城市字東入船１１５番地
電話 0536-23-7614 FAX 0536-23-2002
E-mail shisan@city.shinshiro.lg.jp 令和４年３月

第４章 用途別方針

第５章 推進体制

建築物系施設は、「広域・市域レベ
ル」と「地域レベル」の２つに分類
し、それぞれ配置の方向性を検討し
ていきます。

施設分類

庁舎等、文化施設、保健・福祉・医療施設、児童福祉施設（こども園を含む）、商工観光施設、
公民館・集会施設等、住宅施設、消防防災施設、学校教育施設、生涯学習施設、体育施設、その他施設、
道路、上水道・工業用水道、下水道・農業集落排水、公園、環境衛生施設、市民病院

公共施設のマネジメントの必要性を全庁的な課題として捉え、職員
の意識改革を進めるとともに、効率的・効果的なマネジメントサイク
ルの構築を目指します。
公共施設マネジメント担当部局が総括的な進行管理を行い、施設所
管部署と協力して具体的な取組を推進していきます。
計画の進捗管理・改善といったPDCAサイクルを進めながら、計画
の実行性を高めます。

○公共施設等個別施設計画の作成
公共施設については施設ごとの個別施設計画や長寿命化計画を早急に策
定します。
インフラ施設についても、所管課において長寿命化計画を策定し、その
中で中長期的な将来費用推計や効果など具体的な取組について示し推進し
ていきます。

○公共施設等マネジメントに係る職員研修
職員の公共施設マネジメントに対する意識を高めるため、定期的に職員
研修を実施します。
日常点検マニュアルにより、日常の管理の重要性も周知・徹底していき
ます。

方針の実施

計画策定・改訂

推進状況
確認・評価

計画見直し



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 令和 ４年 ３月２５日 

担当課・室 まちづくり推進課 

担当職・氏名 課長 松下 領治 

連絡先（電話） （0536）23-7692 

連絡先（FAX） （0536）23-2002 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） machizukuri@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 新城市市民自治会議答申書について 

 

 令和４年３月２３日付けで新城市市民自治会議から答申がありましたのでお知らせします。 

 

内容 

 

１ 開催日時 

   令和４年３月２３日（水） 午後１時から 

 

２ 開催場所 

   市役所３階 政策会議室 

 

３ 内容 

   別紙答申書のとおり 

 

 



 

令和４年３月２３日  

 

 新城市長 下 江 洋 行 様 

 

新城市市民自治会議     

会長 鈴 木  誠    

 

新城市自治基本条例に定める地域自治区制度の新たな可能性について（答申） 

 

 令和３年４月２８日付け新ま３・２・１でなされた諮問のうち、諮問事項⑵「新城

市自治基本条例に定める地域自治区制度の新たな可能性について」について、下記の

とおり答申します。 

 また、１０月に開催された新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会について意

見を述べます。 

 

記 

 

１ 新城市自治基本条例に定める地域自治区制度の新たな可能性について 

  地域自治区制度は、制度導入以降、市民の市政への参加及び市民協働の充実・強

化を促し、地域内分権の推進及び市民自治社会の実現に貢献する制度として機能し

てきた。 

  令和２年度は、新城市の地域自治区制度の現状・課題について検討を行った。そ

の際、地域自治区制度を採用している他の自治体の運用の状況、地域協議会が直面

する課題の把握にも努め、新城市との比較検証を行った。その結果、他の自治体の

地域協議会では委員の高齢化・なり手不足、業務の負担増等、本市と同様の課題を

抱えていることを確認した。他方、委員のなり手を育成する仕組みを導入している

自治体があることや、本市の場合、委員における若者・女性の比率が高いこと、多

数の会議を重ね熟議に努めている等の特徴が顕著であることも把握でき、次代の新

城市を市民が主役となって築いていくための制度として重要な存在であることも明

らかとなった。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により対面での会



 

 

議ができず活発な意見交換の機会を数多く設けることができなかったことは極めて

残念である。 

  令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響で、市民自治会議として独自の調

査や対面での審議が十分に行えなかった。しかしながら、令和２年度の検討結果を

再度分析し、また地域協議会委員としての経験を報告・協議のもとに課題を探る中

で、地域協議会の委員の構成に関する課題、市民の意見・提案を吸い上げるための

仕方に関する課題等が数多く出された。それらの意見・提案を踏まえ、新城市の地

域自治区制度の新たな可能性を探るため、地域の実情に応じつつ、次の事項につい

て検討されたい。 

⑴ 地域自治区制度の意義、参加の方法等についての周知並びに多様な市民（特に

若者）が地域協議会に親しみをもち、参加したくなるような情報の作成及び発信

の工夫を行うこと。 

⑵ 地域の課題や振興に対して、働き盛りの世代や介護・介助で多忙な世代（例え

ば３０代・４０代・５０代）の市民の意見・提案を地域協議会が吸い上げられる、

又は今まで以上に地域協議会への意見・提案をしやすい仕組みづくりを行うこと。 

⑶ 地域協議会と他の機関・団体が意見交換、情報交換、相互の提案等により連携

し、課題の解決に向けた取組を行うこと。 

⑷ 地域自治区制度が始まって１０年の節目を迎えることによる見直し及びこの答 

申を踏まえた制度の検討を行い、その結果、さらに市民自治会議において検討を

するべき事項が見つかった場合には、市民自治会議に検討を求めること。 

 

２ 新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会について 

  令和２年度に条例化された新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会が、今年

度初めて実施された。今回は放送・配信のみの無観客開催となったが、次回はより

身近に実感できる会場での開催に期待をしたい。今回の開催により、新城市市長選

挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会から①立候補予定者が１人の場合の開催

の是非、②参加申出期限から開催日までの期間、③会場からの質問形式の是非等制

度上及び運用上の課題及び意見が挙げられた。また、委員からも実行委員会委員の

負担軽減の必要性等について質問・意見が出された。今後、それらを踏まえて検討

していくことが必要である。 



報 道 機 関 発 表 資 料

（新城市）

内容

目まぐるしく変化する近年の情報化社会の中で、情勢の変化に適切に対応するには正しい

現状把握と的確な将来予測が重要となっており、各方面で統計情報に対する需要が高まって

います。そこで、新城市の自然、人口、経済、社会などの各分野の基本的な統計資料を総合

的に収録し、市勢の現状と推移を明らかにした統計書を発行します。

新城市統計書

目次

１ 土地・気象

２ 人口

３ 農林業

４ 事業所

５ 商工業

６ 建設・住宅

７ 運輸・交通

８ 労働

９ 社会福祉

10 保健衛生

11 市民生活

12 教育・文化

13 観光

14 治安・消防

15 財政

16 行政

※頁数が多いため電子データでの提供とさせていただきます。

提出日 令和４年３月２５日

担当課・室 情報政策課

担当職・氏名 課長 山口貴司

連絡先（電話） （0536）23-7672

連絡先（FAX） （0536）23-2002

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） johoseisaku@city.shinshiro.lg.jp

件名 「新城市統計書」の発行について



新　城　市　長　日　程　予　定　表 新城市

作成現在日：

日 曜日 行　　　　　　　　　　　　　　　事

1 金 8 ： 30 各辞令交付式 新城 本庁舎 4階会議室他

13 ： 30 部課長会議 新城 本庁舎 4階会議室

2 土

3 日 10 ： 00 令和4年度新城市身体障害者福祉協会第17回定期総会 新城 新城文化会館 301講習室

4 月 15 ： 00 「防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築」決定書授与式 新城 本庁舎 政策会議室

16 ： 30 豊川水系総合開発促進期成同盟会　会計監査 新城 本庁舎 市長室

5 火

6 水 13 ： 30 横浜ゴム新入社員研修 新城 四谷の千枚田

7 木

8 金 14 ： 00 令和4年度新城市区長辞令交付式・区長会議 新城 新城文化会館 小ホール

9 土

10 日

11 月 9 ： 00 市政経営会議 新城 本庁舎 政策会議室

12 火 10 ： 00 浜松湖西豊橋道路建設促進期成同盟会総会 豊橋 ホテルアソシア豊橋 5階ボールルーム

13 水 14 ： 00 豊川用水二期事業促進協議会令和3年度決算監査 新城 本庁舎 市長室

14 木

15 金 13 ： 30 令和4年度保護司会・更生保護女性会合同総会 新城 新城文化会館 大会議室

16 土 9 ： 45 第29回東浦町於大まつり 東浦町 於大公園他

17 日 10 ： 00 令和4年度鳳来寺山自然科学博物館学術委員総会 新城 鳳来寺山自然科学博物館 学習室

18 月 9 ： 00 部長会議 新城 本庁舎 政策会議室

19 火

20 水 13 ： 00 令和4年度第1回市町村長会議 豊橋 ホテルアークリッシュ豊橋

21 木 10 ： 00 令和4年度老人クラブ連合会通常総会 新城 老人福祉センター 大広間

14 ： 00 第1回代表区長会議 新城 本庁舎 災害対策本部室

22 金 14 ： 00 東三河縦貫道路建設促進期成同盟会第35回総会 豊橋 アイプラザ豊橋 2階小ホール

15 ： 00 豊川水系総合開発促進期成同盟会第51回総会 豊橋 アイプラザ豊橋 2階小ホール

16 ： 00 豊川用水二期事業促進協議会第21回総会 豊橋 アイプラザ豊橋 2階小ホール

23 土

24 日 10 ： 00 令和4年度新城市文化協会総会 新城 新城文化会館 小ホール

13 ： 30 令和4年度国際交流協会役員会 新城 新城商工会館 2階研修室

14 ： 15 令和4年度国際交流協会総会 新城 新城商工会館 2階研修室

25 月

26 火 9 ： 00 議員報告会 新城 東庁舎 委員会室

10 ： 30 記者懇談会 新城 本庁舎 政策会議室

13 ： 30 第71回新城人権擁護委員協議会総会 新城 本庁舎 4階会議室

27 水

28 木

29 金 【昭和の日】

30 土

令和4年 4月

令和4年3月22日

時　　間 場　　　　　所
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